秘密保持契約書
　　　　　　　　　（以下、「甲」という。）は、　　　　　　　　（以下、「乙」という。）に対し、下記の業務に関する甲の秘密保持義務について、以下のとおり合意する。

（目的・本件業務）

第１条　本契約書は、甲乙間の下記業務（以下、「本件業務」という。）に関する甲の秘密保持義務を定める。

記

　　乙と甲との間で締結された　　　　　　　　　　　　　　　　にかかる業務

（本件秘密情報）

第２条　本件秘密情報とは、乙が非公開のものとして管理する一切の情報であって、かつ、甲が本件業務の遂行に関連して知得したすべての情報をいう。

２　以下の各号のいずれかに該当する情報は、本件秘密情報に含まれないものとする。ただし、次項の個人情報については、以下の第１号及び第２号の除外事由は適用されず、公知の情報であっても本件秘密情報に含まれるものとする。

 (1)　既に公知の情報

 (2)　甲の責によらずに公知となった情報

 (3)　甲が相当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく入手した情報

 (4)　法律上、開示義務がある情報

 (5)　甲が、乙の情報と無関係に開発、創作した情報

３　本契約書において個人情報とは、乙が保有する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）という。

（本件秘密情報に関する義務）

第３条　甲は、本件秘密情報を本件業務遂行の目的以外に使用せず、乙の書面による事前の許可のない限り、本件秘密情報について複製を作成せず、かつ、本件秘密情報を第三者に対して、遺漏・開示しないものとする。

２　甲は、本件業務に直接関与する甲の従業員以外の第三者には一切本件秘密情報を開示しないものとする。

３　甲は、本件秘密情報を記録した媒体について、乙の事前の許可を得ずに、乙の外部に持ち出したり、送信をしないものとする。

４　甲は、乙の指示がある場合、その指示に従って情報管理措置を実施し、その実施状況について乙に報告するものとする。これには例えば、乙が要請する場合、本件秘密情報の開示を受ける従業員等に対し秘密保持に関する適切な指導を実施すること、本件秘密情報に関しパスワード設定等の保全措置をとることなどを含む。

（遺漏の場合の賠償責任）

第４条　本件秘密情報が甲から漏洩した場合には、甲は乙に対し、遺漏によって乙に生じた損害を遅滞なく賠償するものとする。

（本件秘密情報の返還、破棄）

第５条　甲は、乙から要請された場合には随時、及び本件業務が終了した場合には遅滞なく、乙の指示に従い、本件秘密情報を含む資料並びにそれらの複製を直ちに乙に返還又は破棄するものとする。

（監査）

第６条　乙は、本件秘密情報の管理状況に関し、甲の施設に立入って監査することができるものとし、甲は、こうした監査について誠実に協力するものとする。

（秘密保持義務の存続）

第７条　本契約書に規定された甲の義務は、本件業務の終了後も存続するものとする。

　平成　　年　　月　　日

　　　　　（甲）

　　　　　（乙）

